
電子政府評価委員会（平成２１年度 第２回） 

 

 

１．開催日時：平成21年10月１日（木）15：00～17：00 

２．場  所：永田町合同庁舎１階第１会議室 

３．出席構成員 

秋山構成員、天野構成員、井堀構成員、大谷構成員、大山構成員、小尾構成員、須藤

構成員（座長）、廣川構成員、村上構成員、柳田構成員 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．平成２０年度における行政手続オンライン化等の状況について 

３．２００９年度活動方針について 

４．閉会 

 

［資料］ 

 資料１    ：平成２０年度における行政手続オンライン化等の状況（総務省行政管

理局提出資料） 

 資料２    ：電子政府評価委員会（２００９年度）活動方針（案） 

 参考資料１－１：電子政府ユーザビリティガイドライン概要 

 参考資料１－２：電子政府ユーザビリティガイドライン 

 参考資料２  ：評価専門調査会 ２００９年度活動方針（第１回評価専門調査会資

料） 
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（会議概要） 

１． 開会 

須藤座長より、挨拶が行われた。 

 

２．平成２０年度における行政手続オンライン化等の状況について 

 資料１及び参考資料１に基づき、総務省行政管理局及び事務局から、平成２０年度にお

ける行政手続オンライン化等の状況について説明が行われた。これについて構成員より以

下の発言があった。 

 

○ 行政手続のオンライン化の状況や利用率の説明について、年々10％程度上昇しており

期待が持てるが、件数だけではなく、コストの削減が図られたか、処理の正確性が向上し

たか、スピードアップが図られたかといったものが見えてこないと、評価をするというこ

とにならない。 

 例えば、添付書類の削減について、行政機関が発行する証明書を行政機関への申請の際

に求められるということが現実的に多くあるが、韓国では行政機関と行政機関との間で紙

の証明書などの請求することを法律で禁止しているとのことである。電子申請をしても添

付書類の紙を郵送で送るようではメリットがない。行政手続きのオンライン化によりバッ

クオフィスの進め方が効率化や正確性の向上に繋がったのかを見極められるよう評価でき

るようにしないとならない。利用率だけでは評価できない。不動産登記などでは、窓口は

非常に親切で簡単・便利になっているが、逆にオンラインになると建物の図面は500分の

１でなければならないのかなど、分かりづらいところがある。その辺りの利用実態を見な

いと、どうあるべきか適切な評価はできないのではないか。 

○須藤座長 ただいまのご意見に対して、総務省は、今後データをとるようなことは考え

ているのか。 

○総務省 処理の効率化や添付書類などについて、個々のデータまでは把握できていない

が、重点71手続についてはバックオフィス部分を含めて業務改革をしっかり見ていくこと

となっているので、その過程で今後明らかにしていきたい。 

○ オンライン利用拡大行動計画の実施状況について、登記のところで、ＬＧＰＫＩの電

子証明書については平成21年２月から利用可能と書かれているが、具体的な意味を教えて

いただきたい。 

○総務省 霞が関ＷＡＮと地方公共団体は接続しているが、ここで書いているのは、地方

公共団体が発行する証明書を認証するシステムが用意されていなかったため、システム改

修して確認できるようにしたということである。ｅ－Ｇｏｖではほとんどの電子証明書を

認証することができるが、システムによってはできないものもある。 

○ 同じページに、認証基盤の抜本的な普及拡大策として、公的個人認証サービスについ

てＪＡＶＡのソフト（ＪＲＥ）なしで稼働できるように改修したとあるが、実際のアプリ
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ケーションソフトの側でＪＡＶＡを使っている場合にはあまり意味がないので、対応策を

検討する必要があると思われる。 

 また、利用率について、できればＢｔｏＧ、ＣｔｏＧのように分けてみるとよいのでは

ないか。士業など代理で行っている個人の方はビジネスの方に含めるとすると、それ以外

の個人で、本当にどれくらい利用している人がいるのかを把握することが必要である。こ

れまで利用者目線と言ってきているが、業として利用している人の利用者目線と、個人の

利用者目線は全く異なるので、利用率を上げるための対策も違ってくるのではないか。 

○ 今の意見に賛成である。利用率を見るときには、どういったユーザーがどれだけ利用

しているかが非常に重要。先ほど説明のあったユーザビリティガイドラインに基づいて、

システム設計に当たって想定される利用者層を把握するという意味でも重要であるし、昨

年の電子政府評価委員会のヒアリングでは、極端な例ではあるが、社会保険労務士の方か

ら一つの手続を完了するのに292回クリックしなければならないといった話もあり、それ

ではオンライン利用を躊躇してしまうので、どこにターゲットを絞って、使いやすいもの

をつくっていくかを把握する上でも、非常に重要と思われる。 

 ただし、ｅ－Ｇｏｖのシステムの仕様公開や、被保険者の電子署名の省略といった点は

きちんとユーザーの声を聴いて改善されていると評価できる。 

○ オンライン利用状況の資料をみると、厚生労働省所管の手続で利用率が２％以上のも

のは１つしかない。１件１件システムをつくるのに相当のお金をかけているはずであり、

その投資に全く見合っていないのではないか。企業であれば、このようなものをいつまで

やっているのかという話になるはずである。 

 また、我々が世界的に行っているアンケートでは、ワンストップサービスへの要望が非

常に強いが、このガイドラインにはワンストップサービスについて書かれていないように

見える。国民が本当に望んでいるワンストップサービスのようなものに少し重点を置いて

いただきたい。 

○須藤座長 昨年度までの電子政府評価委員会の取り組みとして、各省のシステムの申請

件数１件当たりの運用経費や整備経費を調査した。また今年度は、森田先生を主査とする

ワーキンググループを立ち上げ、そこで精査をしていただいている。後日、ワーキンググ

ループから報告が本評価委員会にされる予定であり、その際にまたご議論いただきたい。 

また、ワンストップサービスについては、本評価委員会でも重要と考えているところであ

る。 

○ 民間では、システムを立ち上げるときに、どういう目標値があって、それに対してど

れだけお金をかけるかというのがベースであり、あらかじめ評価メジャーを決めている。

本日の報告で利用率は分かったが、事務処理の工数や手続の時間は減ったのか、ミスは減

ったのかといった点は分からない。また、システムを発注する際のガイドラインのような

ものは存在するのか。本来的には、各アプリケーションごとに評価メジャーをとりあえず

決めて、それに対する報告を継続的にやっていくべきである。 
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また、システムを発注する際に、ＯＳ、開発言語、ＡＰＩなどをどうするかといったこ

とについてガイドラインがないと、開発ベンダーも困るのではないか。 

○総務省 正確な数字がどこまでとれるかは分からないが、利用者ごとの利用状況を把握

するのは重要であると思われるので、特に重点手続等では、できる限り詳細に調査してま

いりたい。 

○ 各手続きを受け付けている部署では、利用者が個人か業者かは分かるのではないか。 

○総務省 時間をかければ調査できると思うが、全ての申請を各出先機関で調査するのは

膨大な作業になりかねないので、サンプル調査など、やり方は相談させていただきたい。 

利用件数以外の評価メジャーの在り方については、今後検討させていただきたい。また、

システムの入札のためのガイドラインについて、いわゆる汎用受付システムについては、

統一的な仕様を総務省がまとめてつくっている。ただし、汎用受付システムは利用件数が

少ない手続を集めたものが多いので、重点71手続については、その仕様自体は当てはまら

ない可能性がある。 

○内閣参事官 ユーザビリティガイドラインは、重点手続を扱うシステムについて、各府

省において、より使ってもらうということを意識して、工夫していただくというプロセス

を植え込むことに目的を置いている。このガイドラインの中にはワンストップサービスに

ついて直接記載はしていないが、別途、次世代電子行政サービスという枠組みで、引越し

や退職を例にワンストップサービスの実現を図っていくための検討を行っているところで

ある。 

 なお、ライフイベントを中心にワンストップを考えていくと、地方自治体の手続とのワ

ンストップ化、連携を進める必要があり、この点については、ユーザビリティガイドライ

ンの射程というよりも、国・地方連携をいかに進めていくかという課題であると認識して

いる。 

○ 利用率の目標で72％としている根拠が分からない。これを達成するための取り組みが

いろいろ書かれているが、いつまでに行うのか、どのアプリケーションに対して適用され

るのか、今どういう問題があるのかといったことが分析されていないと、達成できるかど

うか分からない。どの取り組みを行えば、どのくらいの利用率になるといった説明の仕方

をしていただきたい。 

○内閣参事官 もともとオンライン化を始めるに当たって、きちんとした設計ができてい

るかというと必ずしもそうではない部分がある。普及に伴い、費用対効果など様々な反省

点が出てきており、ワーキンググループなどで逐次改善を図っていこうとしている。Ｃｔ

ｏＧ、ＢｔｏＧ等のデータについても、プライオリティーをつけながら、現実に利用でき

るデータをある程度提示させていただき、有効な評価をいただけるような形で努めてまい

りたい。 

○ 電子政府は、原則として、士業の方でなくても個人・団体が直接申請できるというこ

とを前提にシステムを組まなければならない。 
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 また、厚生労働省所管の手続の利用率が０％ないしは０に近くなっているが、利用促進

のための努力をどのように行っているのか。 

○須藤座長 ｅ－Ｊａｐａｎの構想で、まず電子申請のシステムを立ち上げようという政

府の方針に基づき各府省がシステム化を行ったが、その際に業務の見直しや、インプット、

スループット、アウトプット、アウトカムの関係を明確に定義したりすることなく、従来

の業務をそのままオンライン化するという形になってしまった。そのため、添付書類が非

常に多かったり、窓口でのコミュニケーションが必要な申請も対象となっており、オンラ

イン化のあり方をもう一度精査することが必要である。これまでの３年間の評価で、その

過程をある程度見える化してきたが、次のアクションをどうするかということが今後重要

になってくる。 

○ 前回、民間が紙を求める場合があるので完全にペーパレス化できないという回答があ

ったが、今回の資料をみると、まさに官が紙を求めているのではないかと思う。 

○ これまでも、本委員会において評価指標の必要性や方法について議論はされてきた。

しかし、評価指標の出し方などについて、まだ具体的に決定されていない。 

参考までに申し上げると、市川市では、オンライン申請を利用することにより、利用者

側では窓口に行かなくて済む、行政側では窓口の処理件数や対応職員が減るなどというメ

リット（価値）を全て金額に換算して、それをランニングコストで割ったコスト回収率を

アウトカム指標として定めている。これによって、例えばＫＩＯＳＫ端末の設置する場所

によって異なるアウトカム指標を把握し、KIOSK端末の撤退すべき場所の見極めをしてい

る。このような評価指標の導入について検討することも必要ではないか。 

 韓国ではシステム監査士がいて、このようなことをチェックしているようだが、日本で

も公認会計士やセキュリティの専門家などに意見を聴いて、次のステップに進むという仕

組みがあれば、システムの構築や運用の段階でチェックができる。本委員会のように時々

集まって、限られた情報の中で評価するのは限界があるのではないか。 

○ 今の意見に賛成である。社会的費用も含めた費用対効果について、全て把握するのは

大変であるが、損益分岐でどのくらいを目標にするかを提示し、その達成に向けて考えて

いく必要がある。 

 ユーザビリティガイドラインについては大変よくまとまっていると思うが、現状のシス

テムの課題分析も行って、どういう問題点があったのかを共有し、公表する必要がある。

改修する場合には、改修の目標値が何なのかをシビアに設定し直す必要がある。専門家の

方に全体を見てもらって、アドバイスを受ける必要もある。 

 また、実際に担当する各府省の職員が、やってよかったと思われる仕組みを考えるべき

であり、見直しについて人手がかかったり、お金がかかったりする場合には、スタッフの

増強などを手当すべきである。 

○ 評価指標の見直しや精緻化という意見については、共感するところではあるが、指標

を精緻化すればするほど大変な負担がかかってくることになる。今回の資料からでも現状
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把握が相当できると思われるので、これを手がかりとして新たな調査や評価をするのはよ

いと思うが、すべてについて同じ労力をかけるのはあまり賛成できない。 

 特にユーザビリティガイドラインを適用することによって解決すべき問題と、オンライ

ン化することが間違っていたり、ＢＰＲを先行して行うべきといった問題の切り分けを、

今回の資料を最大限活用して行っていくべきである。 

 

３．２００９年度活動方針について 

資料２に基づき、事務局から、２００９年度の電子政府評価委員会活動方針について説

明が行われた。これについて構成員より以下の発言があった。 

 

○ 費用対効果の厳正な評価とあるが、費用対効果という観点だけで評価をしていくのか、

様々な行政手続等の処理の正確性の確保や、透明性の確保といったところにも着目するの

かという、何を評価するのかということを確認すべきである。費用対効果というと、コス

トの削減だけが重視されがちであるが、それだけで議論してよいのかという点もある。 

○ 透明性の確保や正確性の確保など、利用率では測れない別の尺度があるという点を少

し考慮した上で評価するのもよいのではないか。 

○ 方針としてはこれでよいと思うが、「定量的な評価が困難な場合には定性的な評価も

行う」という点については、定量的な評価が優先ではなく、定性的な評価と同等であるべ

きではないか。国民が満足するような質的な向上という点も、評価委員会としては大事だ

と思われる。 

○ 国民視点・ユーザー視点の評価については、昨年までの評価委員会でもずっと主張さ

れてきており、重要だと思う。これまでは提供者目線で電子政府が進められてきたので、

それを利用者目線に変えるのには相当の意識改革が必要である。国民視点の評価をやろう

とすると、オンライン利用率では必ずしも評価できない。例えば予防接種を受けに行った

ときに、ついでに何かの手続ができると便利といったように、個々の手続単位ではなく、

利用者の行動を分析することの重要性についても、この場で議論できればよいと思う。そ

の際重要になるのが国と地方自治体の連携であり、自治体のオンライン化について、この

会議の場でどう扱うかも考えていく必要がある。 

○ 方針と重視すべき事項については、案のとおりだと思うが、進め方については、既に

電子政府を何年か運用してきて、問題点が相当見えてきていると思われるので、その問題

点からのアプローチもできないかと考えている。問題点を積極的に吸い上げて、それに対

するソリューションを検討し、どう進めていくのかを、全体最適の視点からこの評価委員

会で見ていくというアプローチの仕方もあるのではないか。 

○ 電子政府化、ネットワーク化したことによって、行政内部の事務合理化についてどれ

だけ効果がでたのかという点と、エンドユーザーである個人や団体の側でどれだけ利便性

が発揮できたのかという２つの側面から評価すべきである。また、入力端末については、
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必ずしも全ての家庭に備わっているという前提ではないため、コンビニ端末の整備といっ

た工夫も必要ではないか。 

○ 手続が簡単であるとか、操作がわかりやすいという点はあると思うが、やはり必要な

情報がどれだけ、わかりやすく提供されているかという質の点が大事ではないか。便利な

取組をやっていても、国民が知らなかったという話も結構あるので、広報活動も評価のポ

イントになるのではないか。 

○ 方針についてはこれでよいと思うが、費用対効果の観点については、単に金銭的な費

用削減ではなく、費用と効果をどのように定義づけるかが重要である。効果については、

時間当たりの人件費の削減効果のように数値化できるものと、数値的に把握するのが困難

なものとがあると思うが、効果としてどういった視点を持つかについて具体的にいくつか

定義していくことが重要である。費用についても、昨年から、システムの運営費だけか、

構築費用を減価償却すべきかという議論があったが、何を費用として考えるのかの議論も

必要である。 

また、国と地方の連携や、行政内部でのデータのやりとりも重要であり、それによって、

業務の効率化につながったり、官庁の書類を別の官庁に提出するといったことを省いたり

するという視点も重要である。 

○ 私の会社での経験で言えば、いわゆる費用対効果は、開発費と維持費も含め、４、５

年で償却するようにした。効果については、実際に定量化できるのは半分くらいであり、

あとは定性的なものを、無理に数値化したものもある。目線としては、半分くらい工数が

減ればよく、実際には３割、４割くらいの目線で行っている。 

また、費用対効果や評価メジャーを全体として決めるのは非常に難しい。そういう場合

には、一番よく分かっているのは実際に担当している各府省であるので、各府省が自ら評

価メジャーをつくり、それを定量的なものと定性的なものを含め、何年くらいで達成でき

るという数字を自ら考えるべきである。全てを見ることはできないので、ある部分は任せ

て、全体としてすべきところを数項目挙げて評価するという方法をとっている。 

○須藤座長 先ほど意見があったように、定量的な評価も定性的な評価も重要であり、必

ずしもすべて定量化できるわけではないが、指標化するための統計技法やモデル分析の手

法などを利用しつつ、費用対効果や満足度を測るための工夫を行っていきたい。 

活動方針（案）については、事務局と私の方で調整し、皆様のご了解をとった上で、評

価専門調査会に報告させていただきたい。 

 

４．閉会 

○須藤座長 次回日程の詳細については別途事務局から御連絡をさせていただく。 

以上 


